
大阪府全域または河内長野市に

・特別警報・暴風警報・大雨警報が継続  

・土砂災害警戒情報・避難指示が継続 

大阪府全域または河内長野市に

・特別警報・暴風警報・大雨警報が発令

・土砂災害警戒情報・避難指示が発令

大阪府全域または河内長野市において

・解除がわかった段階で、通学路の安全を確認の上、登校させて下さい。
※可能な範囲で複数での登校をお願いします。

○

※

特別警報・暴風警報・土砂災害警戒情報・避難指示が午前７時の段階で発令
されていた場合は給食がありませんので、午前中で下校します。

午前７時の段階で大雨警報のみ発令の場合、給食はあります。

臨時休校

午前９時３０分現在

特別警報・暴風警報・大雨警報・土砂災害警戒情報
・避難指示発令時の児童の登下校について

午前７時以降午前９時３０分までに

　特別警報・暴風警報・大雨警報・土砂災害警戒情報・避難指示が他地域に発令
されていても、河内長野市に発令されていない場合は、安全を確認の上、通常ど
おり登校させてください。

(1) 大勢の児童をお預かりしていますので、電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
(2) 天気予報等で警報の発令が予想されるときは、平素からご家庭で昼食や鍵等について
　　　お子さんと話し合いをしておいてください。

1 登校前    （テレビのニュース等、天気予報にご注意下さい）

午前７時現在

2 在校中

自宅で待機

ご注意ください

　　平素は本校教育推進のため何かとご協力を賜り誠にありがとうございます。

　　さて、本校では、悪天候や台風等で暴風警報ならびに大雨警報・特別警報・土砂災害警
戒情報・避難指示が発令された場合、下記のような措置をとらせていただきます。ご承

知の上、ご家庭での指導をよろしくお願いします。
　　特別に連絡の必要な場合は、緊急メール連絡（tetoru）をしますが、通常は下記のことに十分ご留意いた
だき、各ご家庭でご判断いただきますようよろしくお願いいたします。特に、特別警報が発令された場合は、
「命を守る行動」をとっていただき、子どもたちの安全確保をお願いいたします。

　特別警報・暴風警報・大雨警報が発令されたとき、または、土砂災害警戒情報・避難指示が発令
されたときは、原則として学校で待機をし、状況を見て下校します。

　なお、必要に応じ、臨機の対応方法（別紙『緊急事態発生時の対応について』の対応A
または対応B）を緊急メール(テトル)でご連絡いたしますので常時通知の確認がとれる
設定をお願いいたします。

記

3 お願い

随時登校・上記の警報等が解除された場合


